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議案第１号 

大和市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

 大和市個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成３０年２月２２日提出 

                          大和市長 大 木  哲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは、個人情報の定義、要配慮個人情報の取扱い等の改正を行いた

い必要による。  
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大和市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

大和市個人情報保護条例（平成１５年大和市条例第２２号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第４号中「特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することで特定の個人が

識別され得る」を「次のいずれかに該当する」に改め、同号に次のように加える。 

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画、写真（これら

を撮影したフィルムを含む。）若しくは電磁的記録（電磁的方式（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次号イ

において同じ。）で作られる記録をいう。以下同じ。）に記載され、若しくは記録さ

れ、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項（個人識別符号を除

く。）をいう。以下同じ。）により特定の個人を識別することができるもの（他の情

報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることと

なるものを含む。） 

イ 個人識別符号が含まれるもの 

第２条中第９号を第１０号とし、第５号から第８号までを１号ずつ繰り下げ、第４号の

次に次の１号を加える。 

(5) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、実

施機関が定めるものをいう。 

ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、

番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの 

イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り

当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的

方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しく

は購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は

記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行

を受ける者を識別することができるもの 

第７条中「次に掲げる事項に関する個人情報」を「要配慮個人情報（次に掲げる事項が

含まれる個人情報をいう。第１６条において同じ。）」に改め、同条各号を次のように改め

る。 

(1) 人種 
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(2) 信条 

(3) 社会的身分 

(4) 病歴 

(5) 犯罪の経歴 

(6) 犯罪により害を被った事実 

(7) 前各号に掲げるもののほか、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じ

ないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等 

 第１６条第１項中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第

３号の次に次の１号を加える。 

 (4) 要配慮個人情報の取扱いの有無 

 第１９条第１項第２号中「から特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することで

特定の個人が識別され得る」を「に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請

求者以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、開

示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）若しくは個

人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできない

が、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある」

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第７条及び第１６条第１項

の改正規定は、同年１０月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 実施機関は、改正後の第７条の規定により大和市個人情報保護審査会の意見を聴く

こととされる事項については、この条例の施行の日前においても、大和市個人情報保護

審査会の意見を聴くことができる。 

（大和市情報公開条例の一部改正） 

３ 大和市情報公開条例（平成１２年大和市条例第１９号）の一部を次のように改正す

る。 

  第４条第２号中「電磁的方式」を「磁気的方式」に、「によって」を「によっては」

に改める。 
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  第７条第１号中「から特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することで特定の

個人が識別され得る」を「に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画、写

真（これらを撮影したフィルムを含む。）若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記

録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。）により特

定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を

識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別することはでき

ないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある」に改める。  
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議案第２号 

大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 

条例の一部を改正する条例について 

大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定める。 

  平成３０年２月２２日提出 

                          大和市長 大 木  哲   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは、個人番号利用事務において利用することができる特定個人

情報の追加を行いたい必要による。 
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大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 

条例の一部を改正する条例 

 大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例（平

成２７年大和市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２、１０、国民健康保険法による保険給付の支給又は保健事業の実施に関する事

務であって規則で定めるものの項に次のように加える。 

大和市心身障害者医療費助成条例による医療費の

助成に関する情報であって規則で定めるもの 

大和市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療

費の助成に関する情報であって規則で定めるもの 

大和市小児医療費助成条例による医療費の助成に

関する情報であって規則で定めるもの 

 別表第２、２２、高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、

保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるものの項に次のよ

うに加える。 

大和市心身障害者医療費助成条例による医療費の

助成に関する情報であって規則で定めるもの 

大和市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療

費の助成に関する情報であって規則で定めるもの 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議案第３号 

大和市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につ 

いて 

大和市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

  平成３０年２月２２日提出 

                          大和市長 大 木  哲   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは、自宅待機手当及び夜間看護等手当の改正を行いたい必要に

よる。 
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大和市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

大和市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３６年大和市条例第１７号）の

一部を次のように改正する。 

第１１条第１項中「自宅で待機する場合」を「自宅待機をする場合（次項において「自

宅待機」という。）」に改め、同項第２号中「救急医療 」の次に「病院に勤務する医師又

は」を、「外来」の次に「又は手術室」を加え、「又は手術室に勤務する職員」を削り、同

条第２項を次のように改める。 

２ 前項の手当の額は、午後５時１５分から翌日の午前８時３０分まで及び午前８時３０

分から午後５時１５分までの時間帯ごとに、それぞれ次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める額とする。ただし、自宅待機の時間が当該時間帯の２分の１以下である

ときは、当該各号に定める額の２分の１の額とする。 

(1) 医師 ４，０００円 

(2) その他の職員 ３，０５０円 

第１４条に次の１項を加える。 

３ 前項第１号の規定を適用する場合において、当該職員が同一月内に従事した同号ア

に該当する勤務の回数に２を乗じて得た数と同号イに該当する勤務の回数の数の合計

が９を超えた場合は、当該超えた数に２，０００円を乗じて得た額を当該月分として支

給する前項第１号の規定による手当の額に加算するものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第１１条の規定は、施行日以後に開始する自宅待機について適用し、施行日

前に開始する自宅待機については、なお従前の例による。 

３ 改正後の第１４条の規定は、施行日以後に開始する看護等の業務について適用し、施

行日前に開始する看護等の業務については、なお従前の例による。 
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議案第４号 

大和市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例について 

 大和市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成３０年２月２２日提出 

                          大和市長 大 木  哲   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、国家公務員の退職手当制度等の改定に準じた本市職員の退

職手当制度等の改正を行いたい必要による。  
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大和市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例 

（大和市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１条 大和市職員の退職手当に関する条例（昭和３８年大和市条例第１９号）の一部を

次のように改正する。 

附則第７項中「１００分の８７」を「１００分の８３．７」に改める。 

（大和市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 大和市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭和４８年大和市

条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

附則第３項中「１００分の８７」を「１００分の８３．７」に改める。 

（大和市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 大和市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（平成１８年大和市

条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「１００分の８７」を「１００分の８３．７」に、「１０４分の８７」

を「１０４分の８３．７」に改める。 

（大和市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第４条 大和市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２９年大和町条例第１号）の一部

を次のように改正する。 

第１０条の２第１項中「１５４，０００円」を「１５４，１００円」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。ただし、第４条の規定は、公布の日

から施行し、同条の規定による改正後の大和市一般職の職員の給与に関する条例（次項

において「改正後の条例」という。）の規定は、平成２９年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

２ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第４条の規定による改正前の大和

市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条

例の規定による給与の内払とみなす。 
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議案第５号 

大和市手数料条例の一部を改正する条例について 

 大和市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成３０年２月２２日提出 

                          大和市長 大 木  哲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する

政令（平成３０年政令第１０号）が公布されたことに伴い、特定屋外タンク貯蔵所等の設

置許可等に係る申請手数料の改定を行いたい必要による。 
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大和市手数料条例の一部を改正する条例 

大和市手数料条例（昭和２６年大和町条例第９号）の一部を次のように改正する。 
 

 別表消防法関係の表第３号中 

５３０，０００円 

を 

５７０，０００円 

８３０，０００円 ８８０，０００円 

１，０１０，０００円 １，０７０，０００円 

１，１２０，０００円 １，２００，０００円 

１，４２０，０００円 １，５２０，０００円 

１，６６０，０００円 １，７８０，０００円 

３，８８０，０００円 ４，０７０，０００円 

５，１００，０００円 ５，３４０，０００円 

６，２９０，０００円 ６，４９０，０００円 

１，１３０，０００円 １，１８０，０００円 

１，３４０，０００円 １，４１０，０００円 

１，５００，０００円 １，５８０，０００円 

１，８３０，０００円 １，９４０，０００円 

２，１４０，０００円 ２，２６０，０００円 

４，３５０，０００円 ４，５５０，０００円 

５，５７０，０００円 ５，８２０，０００円 

６，７７０，０００円 ７，０７０，０００円 

５，７５０，０００円 ５，９３０，０００円 

７，２５０，０００円 ７，４７０，０００円 

１０，７００，０００円 １０，９００，０００円 

 

 ４１０，０００円  ４２０，０００円  

 ５４０，０００円  ５６０，０００円  

 ７００，０００円  ７３０，０００円  

 ９２０，０００円  ９６０，０００円  

 １，０４０，０００円  １，０９０，０００円  

 １，６００，０００円  １，６６０，０００円  

 １，８２０，０００円  １，９００，０００円  

 ２，０３０，０００円  ２，１２０，０００円  

 ４９０，０００円  ５３０，０００円  

」 」 

「 「 

「 「 
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に改め、同表第１５号中 ６３０，０００円 を ６８０，０００円 に 

 ９９０，０００円  １，０３０，０００円  

 １，３１０，０００円  １，４１０，０００円  

 １，７２０，０００円  １，７８０，０００円  

 ３，３２０，０００円  ３，４３０，０００円  

 ４，０６０，０００円  ４，１９０，０００円  

 ４，６５０，０００円  ４，８００，０００円  

 ９，１００，０００円  ９，３２０，０００円  

 １２，４００，０００円  １２，６００，０００円  

 １７，０００，０００円  １７，３００，０００円  

 

 ３１０，０００円  ３２０，０００円  

 ４３０，０００円  ４６０，０００円  

 ７２０，０００円  ７５０，０００円  

 ９６０，０００円  １，０２０，０００円  

 １，２１０，０００円  １，３００，０００円  

改め、同表第１７号中 ２，９５０，０００円 を ３，１５０，０００円 に改 

 ３，６２０，０００円  ３，８７０，０００円  

 ４，１７０，０００円  ４，４６０，０００円  

 ２，６６０，０００円  ２，６９０，０００円  

 ３，１９０，０００円  ３，２３０，０００円  

 ４，７９０，０００円  ４，８３０，０００円  
 

める。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

  

」 」 

」 」 

「 「 
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議案第６号 

   大和市国民健康保険税条例及び大和市後期高齢者医療に関する条例の一部を 

改正する条例について 

 大和市国民健康保険税条例及び大和市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する

条例を次のように定める。 

  平成３０年２月２２日提出 

大和市長 大 木  哲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法

等の一部を改正する法律（平成２７年法律第３１号）が公布されたことに伴い、所要の改

正を行いたい必要による。 
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大和市国民健康保険税条例及び大和市後期高齢者医療に関する条例の一部を 

改正する条例 

（大和市国民健康保険税条例の一部改正） 

第１条 大和市国民健康保険税条例（昭和２７年大和町条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第１項中「基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に要する費用（高

齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規定による後期高齢者支

援金等及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金の納付に要する

費用を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）、当該世帯

主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した後期高齢者支援金等

課税額（国民健康保険税のうち、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるため

の国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）並びに当該世帯主及び当該世帯に属す

る国民健康保険の被保険者のうち同法第９条第２号に規定する被保険者であるものに

つき算定した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、同法の規定による納付金の納

付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）」を「次に

掲げる額」に改め、同項に次の各号を加える。 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負

担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２

号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この条において「国民健康保険

事業費納付金」という。）の納付に要する費用のうち、神奈川県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年

法律第８０号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条において「後期高齢

者支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による

納付金（以下この条において「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充て

る部分を除く。）に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(2) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用（神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担す

る後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための

国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(3) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第９条第
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２号に規定する第２号被保険者であるものをいう。以下同じ。）につき算定した介

護納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用（神奈川県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金

の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康保険税の課税

額をいう。以下同じ。） 

第２条第２項中「前項」を「前項第１号」に改め、同条第３項中「第１項」を「第１

項第２号」に改め、同条第４項中「第１項」を「第１項第３号」に改め、「（国民健康保

険の被保険者のうち介護保険法第９条第２号に規定する被保険者であるものをいう。

以下同じ。）」を削る。 

第５条第１号中「（昭和３３年法律第１９２号）」を削る。 

第２９条第２項に次のただし書を加える。 

ただし、やむを得ない事由により当該期限までに申請することができないと認め

られる場合に限り、当該期限を経過した後においても申請することができる。 

（大和市後期高齢者医療に関する条例の一部改正） 

第２条 大和市後期高齢者医療に関する条例（平成１９年大和市条例第３９号）の一部を

次のように改正する。 

第３条第２号中「第５５条第１項」の次に「（法第５５条の２第２項において準用す

る場合を含む。）」を加え、「病院等（同項」を「病院等（法第５５条第１項」に、「有し

ていた被保険者」を「有していたもの」に改め、同条第３号中「第５５条第２項第１号」

の次に「（法第５５条の２第２項において準用する場合を含む。）」を加え、「有していた

被保険者」を「有していたもの」に改め、同条第４号中「第５５条第２項第２号」の次

に「（法第５５条の２第２項において準用する場合を含む。）」を加え、「同号に規定する」

を削り、「行った」の次に「法第５５条第２項第２号に規定する」を、「係る」の次に「同

号に規定する」を加え、「有していた被保険者」を「有していたもの」に改め、同条に

次の１号を加える。 

(5) 法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険

法（昭和３３年法律第１９２号）第１１６条の２第１項及び第２項の規定の適用を

受け、これらの規定により本市に住所を有するものとみなされた国民健康保険の

被保険者であったもの 

附則第３項の前の見出し並びに同項及び第４項を削り、附則第５項を附則第３項と
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する。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議案第７号 

   大和市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 大和市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成３０年２月２２日提出 

大和市長 大 木  哲   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、保険料率の改定等を行いたい必要による。 
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大和市介護保険条例の一部を改正する条例 

 大和市介護保険条例（平成１２年大和市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２

年度まで」に改め、同項第１号及び第２号中「２９，７６０円」を「３４，１９２円」に

改め、同項第３号中「４１，６６４円」を「４７，８６９円」に改め、同項第４号中

「４４，６４０円」を「５１，２８８円」に改め、同項第５号中「５３，５６８円」を

「６１，５４６円」に改め、同項第６号中「５９，５２０円」を「６８，３８５円」に改

め、同項第７号中「６８，４４８円」を「７８，６４２円」に改め、同号ア中「いう。」

の次に「ただし、租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第１項若しく

は第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、

第３５条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から

令第３８条第４項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。」を加え、同号イ中「生

活保護法」の次に「（昭和２５年法律第１４４号）」を加え、「又は第１１号イ」を「、第

１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第８号中

「７４，４００円」を「８５，４８１円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第

１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第９号中

「８９，２８０円」を「１０２，５７７円」に改め、同号ア中「４，０００，０００円」

を「３，０００，０００円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第１１号イ、第

１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同項第１２号中「１１９，０４０

円」を「１７０，９６２円」に改め、同号を同項第１６号とし、同項第１１号中「１１６，０６４

円」を「１３３，３５０円」に改め、同号イ中「部分を除く。）」の次に「、次号イ、第１４

号イ又は第１５号イ」を加え、同号を同項第１２号とし、同号の次に次の３号を加える。 

(13) 次のいずれかに該当する者 １４０，１８９円 

ア 合計所得金額が８，０００，０００円以上１０，０００，０００円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ又は第１５号イに該当する者を除く。） 

(14) 次のいずれかに該当する者 １４７，０２７円 

ア 合計所得金額が１０，０００，０００円以上１５，０００，０００円未満であり、
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かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（（１）に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。） 

(15) 次のいずれかに該当する者 １５７，２８５円 

ア 合計所得金額が１５，０００，０００円以上２５，０００，０００円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（（１）に係る部分を除く。）に該当する者を除く。） 

第６条第１項第１０号中「９８，２０８円」を「１１６，２５４円」に改め、同号イ中

「又は次号イ」を「、次号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号イ」に改め、同号を

同項第１１号とし、同項第９号の次に次の１号を加える。 

(10) 次のいずれかに該当する者 １０９，４１６円 

ア 合計所得金額が３，０００，０００円以上４，０００，０００円未満であり、か

つ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項第１

号イ（（１）に係る部分を除く。）、次号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ

又は第１５号イに該当する者を除く。） 

第６条第２項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成

３２年度まで」に、「２６，７８４円」を「３０，７７３円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の第６条の規定は、平成３０年度分以後の保険料について適

用し、平成２９年度分までの保険料については、なお従前の例による。 
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議案第８号 

大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例 

について 

大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例を次のよ

うに定める。 

平成３０年２月２２日提出 

大和市長 大 木  哲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を

定めたい必要による。 
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大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４７

条第１項第１号、第７９条第２項第１号並びに第８１条第１項及び第２項の規定に基づ

き、指定居宅介護支援等（基準該当居宅介護支援及び指定居宅介護支援をいう。以下同

じ。）の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、前条に定めるもののほか、法及び指定

居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号）に

おいて使用する用語の例による。 

（基本方針） 

第３条 指定居宅介護支援等の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者

が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるように配慮して行われるものでなければならない。 

２ 指定居宅介護支援等の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ

て、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業

者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならな

い。 

３ 指定居宅介護支援事業者等は、指定居宅介護支援等の提供に当たっては、利用者の意

思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービ

ス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよ

う、公正中立に行わなければならない。 

４ 指定居宅介護支援事業者等は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター、

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の７の２に規定する老人介護支援セ

ンター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）

第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めな

ければならない。 

 （指定居宅介護支援事業者の基準） 

第４条 法第７９条第２項第１号に規定する申請者は、法人とする。 
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（人員及び運営に関する基準） 

第５条 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、第３条の規定に適

合するよう規則で定める。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則                                       

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議案第９号 

   大和市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等に関する基準を定める条例 

及び大和市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの 

事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

について 

 大和市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等に関する基準を定める条例及び大和

市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運

営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  平成３０年２月２２日提出 

大和市長 大 木  哲   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令（平成３０年厚生労働省令第４号）が公布されたこと等に

伴い、所要の改正を行いたい必要による。 
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大和市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等に関する基準を定める条例 

及び大和市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの 

事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 （大和市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等に関する基準を定める条例の一部改 

正） 

第１条 大和市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等に関する基準を定める条例（平

成２６年大和市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「意義は」の次に「、前条に定めるもののほか」を加える。 

第３条第４項中「介護保険施設」の次に「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的

に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第５１条の１７第１項第１号に規

定する指定特定相談支援事業者」を加える。 

（大和市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備、運営等に関する基準を定める条例の一部改正） 

第２条 大和市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備、運営等に関する基準を定める条例（平成２４年大和市条例第２６号）の一

部を次のように改正する。 

第１条中「第４項」の次に「、第７８条の２の２第１項」を加える。 

第４条第１項中「法人」の次に「又は病床を有する診療所を開設している者（看護小

規模多機能型居宅介護に係る指定の申請に限る。）」を加える。 

第２１条を第２２条とする。 

第２章中第２０条を第２１条とし、第８条から第１９条までを１条ずつ繰り下げ、第

７条の次に次の１条を加える。 

（共生型地域密着型通所介護の基本方針） 

第８条 前条の規定は、共生型地域密着型通所介護の事業について準用する。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議案第１０号 

   大和市企業活動振興条例について 

 大和市企業活動振興条例を次のように定める。 

  平成３０年２月２２日提出 

大和市長 大 木  哲   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは、地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与するため、企業活

動の振興について、必要な事項を定めたい必要による。 
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大和市企業活動振興条例 

（目的） 

第１条 この条例は、企業活動の振興についての基本理念、市の責務、企業の役割及び施

策の基本となる事項を定めることにより、企業活動の振興に関する施策の総合的な推

進を図り、もって地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。 

（定義）  

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 企業 営利を目的として本市に事業所を設け、又は設けようとする法人又は個人

をいう。 

(2) 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に掲

げる中小企業者をいう。 

(3) 立地 企業が、市内において固定資産の取得又は賃借をして新設、増設、移設、建

替え又は設備投資をすることをいう。 

 (4) 新設 市内に事業所を有しない企業が、市内において新たに経営を開始するため

に事業所を設けることをいう。 

 (5) 増設 市内に事業所を有する企業が、経営規模の拡大を図る目的で事業所の範囲

を広げることをいう。 

 (6) 移設 市内に事業所を有する企業が、経営規模の拡大を図る目的で既存の事業所

を市内の別の場所に移転することをいう。 

 (7) 建替え 市内に事業所を有する企業が、経営規模の拡大を図る目的で既存の事業

所を同一敷地内で建て替えることをいう。 

 (8) 設備投資 市内に事業所を有する企業が、経営規模の拡大を図る目的で事業所の

設備を拡大し、又は更新することをいう。 

(9) 投下資本額 企業が立地をするために要した費用の総額から国、他の地方公共団

体その他公共的団体からの補助金として交付される額を控除したものをいう。 

（基本理念） 

第３条 企業活動の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行うものとする。 

(1) 企業活動が地域社会において重要な役割を果たしていることに鑑み、市内企業の

経営継続並びに本市の特性を生かした企業の誘致及び創業が推進されること。 
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(2) 企業における働きやすい職場づくり及び従業員の健康づくり並びに地域貢献の取

組が推進されること。 

(3) 企業及び市が協力し、連携して行われること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、企業活

動の振興に関する施策を総合的に推進しなければならない。 

２ 市は、前項の施策の推進に当たっては、本市の特性を踏まえるとともに、企業、国、

他の地方公共団体、関係団体、市民等と協力しなければならない。 

（企業の役割） 

第５条 企業は、基本理念にのっとり、経営基盤の強化及び就業環境の改善に努めるも

のとする。 

２ 企業は、市が実施する企業活動の振興に係る施策に協力するよう努めるものとする。 

３ 企業は、周辺地域との調和を図り、災害時の対応等、安全で安心して暮らすことが

できる地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。 

（奨励措置） 

第６条 市長は、企業活動の振興を図るため、次条の要件を満たす企業に対し、奨励措置

として予算の範囲内において奨励金を交付するものとする。この場合において、次項第

１号から第３号までに掲げる奨励金は、５年以内に分割して交付することができる。 

２ 前項の奨励金の対象及び内容は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるものとす

る。 

(1) 新規立地奨励金 新設する企業に対して交付するもの 

(2) 事業拡大奨励金 第８条の規定による事業計画の提出時点において、市内におい

て継続して３年以上事業を行っている企業であって、増設、移設又は建替えを行うも

のに対して交付するもの 

(3) 設備投資奨励金 第８条の規定による事業計画の提出時点において、市内におい

て継続して３年以上事業を行っている企業であって、設備投資を行うものに対して

交付するもの 

(4) 投資促進奨励金 前３号に掲げるいずれかの奨励金の交付を受けた企業に対して

当該企業が新規に取得した当該立地に係る固定資産に課せられる固定資産税並びに

土地及び家屋に課せられる都市計画税それぞれの相当額を合算した額に応じて交付
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するもの 

(5) 賃貸オフィスビル等入居奨励金 市内の賃貸オフィスビル等のうち、床面積 

１，０００平方メートル以上を新たに賃借する企業であって、１年以上当該賃貸オフ

ィスビル等で事業を行ったものに対して交付するもの 

(6) 健康企業奨励金 第８条の規定による事業計画の提出時点において、市内におい

て継続して３年以上事業を行っている企業であって、従業員の健康増進に取り組ん

でいるとして市長が認定したものに対して交付するもの 

３ 前項の奨励金の算定基準、上限額等は、別表のとおりとする。 

（奨励措置を受けることができる企業の要件） 

第７条 前条の奨励措置を受けることができる企業の要件は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 次のいずれかの事業を行う企業であること。 

 ア 製造業（統計法（平成１９年法律第５３号）第２条第９項に規定する統計基準で

ある日本標準産業分類（以下「日本標準産業分類」という。）に掲げる大分類Ｅに

分類されている事業をいう。） 

イ 情報通信業（日本標準産業分類に掲げる大分類Ｇに分類されている事業をいう。） 

ウ 自然科学研究所（日本標準産業分類に掲げる小分類７１１に分類されている事

業をいう。） 

(2) 投下資本額が、次に掲げる区分に応じて定める額のいずれかに該当すること（前条

第２項第５号及び第６号に掲げる奨励金を除く。）。 

ア 新設 投下資本額が３００，０００，０００円（中小企業者にあっては 

３０，０００，０００円）以上 

イ 増設、移設又は建替え 投下資本額が２００，０００，０００円（中小企業者に

あっては２０，０００，０００円）以上 

ウ 設備投資 投下資本額が１００，０００，０００円（中小企業者にあっては 

１０，０００，０００円）以上 

(3) 国税、都道府県税及び市町村税の滞納がないこと。 

（事業計画の認定） 

第８条 第６条の奨励措置を受けようとする企業は、あらかじめその対象となる事業に

係る計画（以下「事業計画」という。）を市長に提出し、その認定を受けなければなら

ない。 
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２ 市長は、前項の規定による提出があったときはその内容を審査し、認定の適否を決

定するとともに、その旨を当該企業に通知するものとする。 

３ 前２項の規定により認定を受けた企業（以下「認定企業」という。）は、速やかに事

業計画に係る事業に着手しなければならない。 

（経営継続義務） 

第９条 認定企業は、奨励金の交付を受けた日（第６条第１項後段の規定により、奨励金

を分割して交付することとした場合は、最後に交付された日）から５年以上市内におい

て経営を継続しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この

限りでない。 

（認定の取消し等） 

第１０条 市長は、認定企業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その認定

を取り消すことができる。 

(1) 第７条の要件を満たさなくなったとき。 

(2) 第８条の認定を受けるに当たり、虚偽又は不正な行為が明らかになったとき。 

(3) 前条に規定する経営継続義務に違反したとき。 

(4) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為をしたと市長が認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により認定を取り消した企業に対し、既に交付した奨励金の全部

又は一部を返還させることができる。 

（委任） 

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  
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別表（第６条関係） 

奨励金の種類 算定基準 上限額 回数等 

(1) 新規立地

奨励金 

投下資本額の

１００分の１０

（ロボット産

業にあっては、 

１００分の２０） 

中小企業者 ５０，０００，０００円 １回 

上記以外 １００，０００，０００円 

(2) 事業拡大

奨励金 

中小企業者 ５０，０００，０００円 都度 

上記以外 １００，０００，０００円 

(3) 設備投資

奨励金 

中小企業者 ３０，０００，０００円 都度 

上記以外 ５０，０００，０００円 

(4) 投資促進

奨励金 

新規取得した固定資産の固定資産税及び都市計画税相当額

の２分の１ 

取得後

最初の

課税か

ら３年

度分 

(5) 賃貸オフ

ィスビル等

入居奨励金 

賃料の２分の

１ 

月額５００，０００円（年額による賃貸借

契約の場合は、年額６，０００，０００

円） 

１回

（１年

間分） 

(6) 健康企業

奨励金 

１，０００，０００円 １回 

備考 

１ この表において「ロボット産業」とは、ロボットの生産に係る産業で、規則で定

めるものをいう。 

２ 第１号から第３号までに掲げる奨励金の上限額は、ロボット産業にあっては、当

該上限額に２を乗じて得た額とする。 
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議案第１１号 

大和市都市公園条例の一部を改正する条例について 

 大和市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成３０年２月２２日提出 

                          大和市長 大 木  哲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

この条例を提出したのは、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の

整備等に関する政令（平成２９年政令第１５６号）が施行されたことに伴い、運動施設率

を定める改正等を行いたい必要による。  
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大和市都市公園条例の一部を改正する条例 

大和市都市公園条例（昭和４５年大和市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

第４条の見出し中「建築面積割合」を「設置基準」に改め、同条本文を次のように改め

る。 

法第４条第１項に規定する条例で定める割合は、１００分の２とする。 

第４条に次の１項を加える。 

２ 都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号）第８条に規定する条例で定める割合

は、１００分の５０とする。 

附 則 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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議案第１２号 

   大和都市計画事業渋谷（南部地区）土地区画整理事業施行に関する条例の一 

   部を改正する条例について 

大和都市計画事業渋谷（南部地区）土地区画整理事業施行に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。 

  平成３０年２月２２日提出 

大和市長 大 木  哲   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは、換地処分に伴い分割徴収する清算金の徴収を完了すべき期

限等の特例を定めたい必要による。 
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大和都市計画事業渋谷（南部地区）土地区画整理事業施行に関する条例の一 

部を改正する条例 

大和都市計画事業渋谷（南部地区）土地区画整理事業施行に関する条例（平成５年大和

市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

別表に備考として次のように加える。 

備考 この表の規定にかかわらず、清算金を納付すべき者（徴収すべき清算金の総額が

１００，０００円以上の者に限る。）の資力が乏しいため、当該清算金を５年以内に

納付することが困難であると施行者が認めたときは、当該清算金の徴収を完了すべ

き期限を１０年以内、分割の回数を２１回以内とすることができる。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１３号 

   指定管理者の指定について 

 大和市北部文化・スポーツ・子育てセンターの指定管理者を次のとおり指定したいの

で、議決を求める。 

１ 施 設 の 名 称  大和市北部文化・スポーツ・子育てセンター 

２ 指定管理者の名称  やまとみらい 

３ 指 定 期 間  平成３０年８月１日から平成３３年３月３１日まで 

  平成３０年２月２２日提出 

大和市長 大 木  哲   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

大和市北部文化・スポーツ・子育てセンターの指定管理者を指定したい必要による。 
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議案第１４号 

   住居表示を実施する市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法について 

住居表示を実施する市街地の区域を別記のとおりとし、当該区域における住居表示の

方法は、街区方式によるものとする。 

  平成３０年２月２２日提出 

大和市長 大 木  哲   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第３条第１項の規定により、住居

表示を実施する区域及びその方法を定めたい必要による。
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住居表示実施区域図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡    例 

 住居表示を実施する 

市街地の区域 

 行政界 

 大字界・町界 

 小字界 

県道 50号座間大和線 

 

小
田
急
江
ノ
島
線 

（乙一号） 

下鶴間 

中央林間二丁目 

中央林間 
小学校 

 

中央林間四丁目 

中央林間 
一丁目 

中央林間六丁目 

市
道
南
大
和
相
模
原
線 

相模原市 

つきみ野八丁目 

つきみ野六丁目 

つきみ野 
七丁目 

つきみ野五丁目 

つきみ野 
三丁目 

つきみ野 
一丁目 

（甲十号） 

（甲九号） 

（甲八号） 

（丁八号） 

（丁七号） 

林間二丁目 

中央林間 
三丁目 

中央林間 
五丁目 
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議案第１５号 

町の区域の設定及び変更並びに字の区域の廃止について 

本市内の町の区域を別記調書のとおり設定し、及び変更し、並びにこれらに係る字の

区域を廃止する。 

平成３０年２月２２日提出 

                          大和市長 大 木  哲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

住居表示の実施に伴い、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規

定により、町の区域の設定及び変更並びにこれらに係る字の区域の廃止を行いたい必要

による。 
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区域調書 

１ 町の区域の設定 

設定後の町名 左に包含される区域の字名 区域図 

中央林間
ちゅうおうりんかん

七丁目
ななちょうめ

 
下鶴間字甲十号の一部 

下鶴間字乙一号の一部 

別紙のとおり 中央林間
ちゅうおうりんかん

八丁目
はちちょうめ

 
下鶴間字甲九号の一部 

下鶴間字甲十号の一部 

中央林間
ちゅうおうりんかん

九丁目
きゅうちょうめ

 

下鶴間字甲八号の一部 

下鶴間字甲九号の一部 

下鶴間字甲十号の一部 

２ 町の区域の変更 

変更後の町名 左に包含される区域の字名及び町名 区域図 

中央林間六丁目 

下鶴間字甲八号の一部 

下鶴間字丁七号 

下鶴間字丁八号 別紙のとおり 

中央林間八丁目 つきみ野五丁目の一部 

３ 字の区域の廃止 

  設定し、及び変更する町の区域に包含される区域内に存在する字の区域は、廃止す

る。 

４ 備考 

  町の境界は、道路のうち、おおむね東西に通ずるものについては原則として南側の側

線を、南北に通ずるものについては原則として東側の側線をもって境界とする。 
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区域図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡    例 

 新町界 

 行政界 

 旧大字界・旧町界 

 旧小字界 

 町の区域の変更部分 

県道 50号座間大和線 

 

小
田
急
江
ノ
島
線 

（乙一号） 

中央林間二丁目 

中央林間 
小学校 

 

中央林間四丁目 

中央林間 
一丁目 

中央林間六丁目 

市
道
南
大
和
相
模
原
線 

相模原市 

つきみ野八丁目 

つきみ野六丁目 

つきみ野 
七丁目 

つきみ野五丁目 

つきみ野 
三丁目 

つきみ野 
一丁目 

（甲十号） 

（甲九号） 

（甲八号） 

（丁八号） 

（丁七号） 

林間二丁目 

中央林間 
三丁目 

中央林間 
五丁目 

中央林間九丁目 

中央林間八丁目 

中央林間七丁目 

［下鶴間］ 

市道公所中央林間線 

 

中央林間六丁目 
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